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第 57 回定時株主総会及び継続会の開催に関するお知らせ 
 

当社は、2020年６月９日開催の取締役会において、以下のとおり、第57回定時株主総会及び継続会の

開催方針を決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．第57回定時株主総会の開催について 

第57回定時株主総会の開催概要 

ａ．日 時：2020年６月29日（月曜日）午前10時 

    ｂ．場 所：静岡県浜松市南区米津町2804番地 

            ＡＳＴＩ株式会社 本社６階会議室 

    ｃ．目的事項：決議事項 

           １.剰余金の処分の件 

           ２.取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 

 

２．定時株主総会の継続会の開催について 

当社は、2020年６月29日開催の第57回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）の目的事項の

うち、報告事項「１．第57期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並

びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「２．第57期（2019年４月

１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件」に関しまして、決算手続、会計監査人の監査報告

の受領など、所定の手続（以下、「決算関連手続」といいます。）を完了した後、本総会において株主

の皆様にご報告する予定でございました。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、当社のインドにおける連結子会社にお

いて、全土を対象とした封鎖措置等の実施により、決算業務に遅延が生じた結果、当社は本総会にお

いて、第57期報告事項をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。 

これに伴い、当社は決算関連手続を完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といい

ます。）を開催し、本継続会で第57期報告事項をご報告すること、本継続会の日時及び場所の決定を取

締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様

にお諮りする予定でございます。本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続

会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。 

 



なお、本継続会は本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会に

おいて議決権を行使できる株主様と同一となります。 

 

第57回定時株主総会 継続会の開催概要 

当社は、第57回定時株主総会において、会社法第317条に基づき株主総会の「続行」の決議を行う

方針とします。当該決議に基づく継続会の開催概要は以下のとおりです。 

ａ．日時及び場所：本総会において本提案をご承認いただきました後、決定次第速やかにお知らせ

いたします。 

ｂ．目 的 事 項：報告事項 

１．第57期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 

         ２．第57期（2019年４月１日から2020年３月31日まで）計算書類報告の件 

 

３．期末配当に関する事項 

   期末配当に係る配当基準日の変更の有無 

    期末配当に係る配当基準日に変更はございません。 

  

以 上 


